
令和８年 第５回

三種町選挙管理委員会議案

令和８年４月２０日提出

日 時 令和８年４月２０日（月）

午前９時００分

場 所 三種町役場 第２会議室

署名委員

署名委員



次 第

１ 委員長あいさつ

２ 会議録署名委員の指名（ 委員、 委員）

３ 案 件

報告第１４号 専決処分した事項の報告について

議案第４８号 選挙人名簿に登録することについて（選挙時）

議案第４９号 選挙人名簿から抹消することについて（選挙時）

報告第１５号 登録の移替えをした者について（町選挙）

報告第１６号 選挙権を有する者の５０分の１の数について

報告第１７号 選挙権を有する者の３分の１の数について

報告第１８号 選挙運動費用の支出制限額について

議案第５０号 期日前投票管理者及びその職務代理者の選任について

（町選挙）

議案第５１号 期日前投票立会人の選任について（町選挙）

議案第５２号 移動期日前投票管理者及びその職務代理者の選任につい

て（町選挙）

議案第５３号 移動期日前投票立会人の選任について（町選挙）

議案第５４号 投票管理者及びその職務代理者の選任について（町選挙）

議案第５５号 投票立会人の選任について（町選挙）

議案第５６号 委員長専決事件の指定について（町選挙）

４ その他



報告第１４号

専決処分した事項の報告について

令和８年第４回三種町選挙管理委員会において委員長専決事項に指定した令

和８年４月２６日執行の三種町長選挙及び三種町議会議員一般選挙におけるポ

スター掲示場の掲示板の区画数について、次のとおり定めた。

令和８年４月２０日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

１ 三種町長選挙 上段、下段各２区画の合計４区画とする。

２ 三種町議会議員一般選挙 上段、中段、下段各６区画の合計１８区画とする。

３ 専決処分した日

令和８年３月２３日

１ ３

２ ４

１ ４ ７ 10 13 16

２ ５ ８ 11 14 17

３ ６ ９ 12 15 18



議案第４８号

選挙人名簿に登録することについて（選挙時）

公職選挙法第２２条第３項の規定により、令和８年４月２０日現在において

別紙の者を選挙人名簿に登録する。

令和８年４月２０日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

１ 新有権者登録 令和８年４月２６日までに満１８歳に達する者

生年月日：平成 20 年 3 月 3 日から平成 20 年 4 月 27 日まで

男 ６人 女 ７人 小計 １３人

２ 転入登録 令和 8 年 1 月 20 日以前より引き続き三種町に居住している者

転入日：令和７年１２月２日から令和８年１月２０日まで

男 １２人 女 ６人 小計 １８人

３ 登録者総数 男 １８人 女 １３人 合計 ３１人



議案第４９号

選挙人名簿から抹消することについて（選挙時）

公職選挙法第２８条の規定により、令和８年４月２０日現在において別紙の

者を選挙人名簿から抹消する。

令和８年４月２０日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

１ 死亡抹消者 届出日：令和８年３月１日から令和８年４月１９日まで

男 ２２人 女 ２６人 小計 ４８人

２ 転出抹消者 令和７年１２月１９日以前に三種町から転出した者

転出日：令和７年１１月１日から令和７年１２月１９日まで

男 ９人 女 １０人 小計 １９人

３ 抹消者総数 男 ３１人 女 ３６人 合計 ６７人



報告第１５号

登録の移替えをした者について（町選挙）

令和８年４月２０日現在において選挙時登録における登録の移替えをした者

は、別紙のとおりである。

令和８年４月２０日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

令和８年３月１日から令和８年３月３０日までの町内転居により投票区の移

替えをした者

男 ６人 女 １９人 合計 ２５人



報告第１６号

選挙権を有する者の５０分の１の数について

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項に規定する選挙権を有する者

の総数の５０分の１の数は２５０である。

令和８年４月２０日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

参 考

第７４条第１項 条例の改廃請求

第７５条第１項 地方公共団体等の事務等の執行に係る監査請求



報告第１７号

選挙権を有する者の３分の１の数について

地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項及び第８１条第１項並びに地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する選挙権を有する

者の総数の３分の１の数は４，１５４である。

令和８年４月２０日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

参 考

第７６条第１項 議会の解散請求

第８０条第１項 議員の解職請求

第８１条第１項 長の解職請求

地教組第８条第１項 教育委員の解職請求



報告第１８号

選挙運動費用の支出制限額について

公職選挙法第１９４条及び同法施行令第１２７条の規定による令和８年４月

２６日執行の三種町長選挙及び三種町議会議員一般選挙における選挙運動費用

の支出制限額は、次のとおりである。

令和８年４月２０日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

１ 三種町長選挙

２ 三種町議会議員一般選挙

※百円未満切上げ

告示日における選挙

人名簿登録者総数

(Ａ)

人 数 割 額

(Ｂ)

固 定 額

(Ｃ)

法定制限額

(Ａ)×(Ｂ)＋(Ｃ)

12,461 人 110 円 1,300,000 円 2,670,800 円

告示日における選挙

人名簿登録者総数

(Ａ)

議員定数

(Ｂ)

人数割額

(Ｃ)

固定額

(Ｄ)

法定制限額

(A)÷(B)×(C)+(D)

12,461 人 14 人 1,120 円 900,000 円 1,896,900 円



議案第５０号

期日前投票管理者及びその職務代理者の選任について（町選挙）

令和８年４月２６日執行の三種町長選挙及び三種町議会議員一般選挙におけ

る期日前投票管理者及びその職務を代理すべき者を別紙のとおり選任する。

令和８年４月２０日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦



議案第５０号別紙

１ 琴丘地域拠点センター期日前投票所

(1)投票管理者

(2) 職務代理者

２ 山本地域拠点センター期日前投票所

(1)投票管理者

(2)職務代理者

３ 八竜農村環境改善センター期日前投票所

(1) 投票管理者

(2) 職務代理者

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年４月２２日から

令和８年４月２５日まで
（省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年４月２２日から

令和８年４月２５日まで
（省略） 近藤 政人

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年４月２２日から

令和８年４月２５日まで
（省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年４月２２日から

令和８年４月２５日まで
（省略） 石井 透

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年４月２２日から

令和８年４月２５日まで
（省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年４月２２日から

令和８年４月２５日まで
（省略） 三浦 保



議案第５１号

期日前投票立会人の選任について（町選挙）

令和８年４月２６日執行の三種町長選挙及び三種町議会議員一般選挙におけ

る期日前投票立会人を別紙のとおり選任する。

令和８年４月２０日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦



議案第５１号別紙

期日前投票立会人

１ 琴丘地域拠点センター期日前投票所

２ 山本地域拠点センター期日前投票所

３ 八竜農村環境改善センター期日前投票所

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年 ４月２２日

４月２４日
（省略） （省略）

令和８年 ４月２２日

４月２３日

４月２４日

（省略） （省略）

令和８年 ４月２３日 （省略） （省略）

令和８年 ４月２５日 （省略） （省略）

令和８年 ４月２５日 （省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年 ４月２３日

４月２４日
（省略） （省略）

令和８年 ４月２２日 （省略） （省略）

令和８年 ４月２５日 （省略） （省略）

令和８年 ４月２３日

４月２４日
（省略） （省略）

令和８年 ４月２５日 （省略） （省略）

令和８年 ４月２２日 （省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年 ４月２３日

４月２５日
（省略） （省略）

令和８年 ４月２４日

４月２５日
（省略） （省略）

令和８年 ４月２３日 （省略） （省略）

令和８年 ４月２２日 （省略） （省略）

令和８年 ４月２２日

４月２４日
（省略） （省略）



議案第５２号

移動期日前投票管理者及びその職務代理者の選任について（町選挙）

令和８年４月２６日執行の三種町長選挙及び三種町議会議員一般選挙におけ

る移動期日前投票管理者及びその職務を代理すべき者を別紙のとおり選任する。

令和８年４月２０日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦



議案第５２号別紙

１ 琴丘地区移動期日前投票所（勝平）

(1) 投票管理者

(2) 職務代理者

２ 山本地区移動期日前投票所（達子・木戸沢・豊岡）

(1) 投票管理者

(2) 職務代理者

３ 八竜地区移動期日前投票所（釜谷・大口・川尻）

(1) 投票管理者

(2) 職務代理者

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年４月２５日 （省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年４月２５日 （省略） 近藤 香奈子

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年４月２５日 （省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年４月２５日 （省略） 川村 幸博

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年４月２５日 （省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年４月２５日 （省略） 石井 忍



議案第５３号

移動期日前投票立会人の選任について（町選挙）

令和８年４月２６日執行の三種町長選挙及び三種町議会議員一般選挙におけ

る移動期日前投票立会人を次のとおり選任する。

令和８年４月２０日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

１ 琴丘地区移動期日前投票所（勝平）

２ 山本地区移動期日前投票所（達子・木戸沢・豊岡）

３ 八竜地区移動期日前投票所（釜谷・大口・川尻）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年４月２５日
（省略） （省略）

（省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年４月２５日
（省略） （省略）

（省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年４月２５日
（省略） （省略）

（省略） （省略）



議案第５４号

投票管理者及びその職務代理者の選任について（町選挙）

令和８年４月２６日執行の三種町長選挙及び三種町議会議員一般選挙におけ

る各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を別紙のとおり選任する。

令和８年４月２０日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦



議案第５４号別紙

各投票区の投票管理者

なお、琴丘・山本・八竜地区共通投票所については、それぞれ鹿渡北・大町・

鵜川投票区の投票管理者が兼務するものとする。

投票区 住 所 氏 名

鯉 川 （省略） （省略）

鹿渡南 （省略） （省略）

鹿渡北 （省略） （省略）

新屋敷 （省略） （省略）

上岩川 （省略） （省略）

大 町 （省略） （省略）

林 崎 （省略） （省略）

下岩川 （省略） （省略）

金 岡 （省略） （省略）

北金岡 （省略） （省略）

鵜 川 （省略） （省略）

大 曲 （省略） （省略）

浜 口 （省略） （省略）

芦 崎 （省略） （省略）



議案第５４号別紙

各投票区の投票管理者の職務代理者

なお、琴丘・山本・八竜地区共通投票所については、それぞれ鹿渡北・大町・

鵜川投票区の職務代理者が兼務するものとする。

投票区 住 所 氏 名

鯉 川 （省略） 熊谷 朋子

鹿渡南 （省略） 高橋 辰巳

鹿渡北 （省略） 近藤 一仁

新屋敷 （省略） 平塚 まどか

上岩川 （省略） 近藤 里美

大 町 （省略） 北林 孝典

林 崎 （省略） 池内 和人

下岩川 （省略） 嶋田 裕樹

金 岡 （省略） 三浦 由紀子

北金岡 （省略） 佐藤 潤一

鵜 川 （省略） 熊谷 幸樹

大 曲 （省略） 工藤 寛久

浜 口 （省略） 嶋田 義彦

芦 崎 （省略） 梅田 喜治



議案第５５号

投票立会人の選任について（町選挙）

令和８年４月２６日執行の三種町長選挙及び三種町議会議員一般選挙におけ

る各投票区の投票立会人を別紙のとおり選任する。

令和８年４月２０日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦



議案第５５号別紙

各投票区の投票立会人

住 所 氏 名

鯉 川
（省略） （省略）

（省略） （省略）

鹿渡南
（省略） （省略）

（省略） （省略）

鹿渡北
（省略） （省略）

（省略） （省略）

新屋敷
（省略） （省略）

（省略） （省略）

上岩川
（省略） （省略）

（省略） （省略）

大 町
（省略） （省略）

（省略） （省略）

林 崎
（省略） （省略）

（省略） （省略）

下岩川
（省略） （省略）

（省略） （省略）

金 岡
（省略） （省略）

（省略） （省略）

北金岡
（省略） （省略）

（省略） （省略）

鵜 川
（省略） （省略）

（省略） （省略）

大 曲
（省略） （省略）

（省略） （省略）

浜 口
（省略） （省略）

（省略） （省略）



なお、琴丘・山本・八竜地区共通投票所については、それぞれ鹿渡北・大町・

鵜川投票区の投票立会人が兼務するものとする。

芦 崎
（省略） （省略）

（省略） （省略）



議案第５６号

委員長専決事件の指定について（町選挙）

三種町選挙管理委員会規程第１３条第１項の規定に基づき、次の事項を三種

町選挙管理委員会委員長の専決事件に指定する。

令和８年４月２０日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

委員長専決指定事項

令和８年４月２６日執行の三種町長選挙及び三種町議会議員一般選挙におけ

る選挙人名簿抄本の抹消及び共通投票所を含む投票管理者及びその職務代理者、

投票立会人（補充選任を除く。）、移動期日前投票所を含む期日前投票管理者及

びその職務代理者並びに期日前投票立会人（補充選任を除く。）の選任の変更並

びにポスター掲示場の設置場所の変更



【今後の日程】

月日 場所・時間 日程等

４月２１日（火）

－ 町長選挙・町議会議員一般選挙 告示日

八竜農村環境改善センター

午前８時３０分～

午後５時

立候補届出受付

※委員長及び委員の出席をお願いし

ます。

三種町役場 第１会議室

午後５時１０分

選挙公報の掲載順序を定めるくじ

※委員長の出席をお願いします。

三種町役場 第１会議室

午後５時４０分

氏名掲示の順番を定めるくじ

※委員長の出席をお願いします。

４月２２日（水）～

４月２５日（土）

午前８時３０分～

午後８時

期日前投票・不在者投票

４月２３日（木）

午後５時 選挙立会人届出期限

三種町役場 第１会議室

午後５時３０分

選挙立会人を定めるくじ

※選挙長（委員長）の出席をお願い

します。

４月２４日（金） － 選挙公報配付（新聞折込）

４月２６日（日）

※投票がある場合

－
町長選挙・町議会議員一般選挙 投・

開票日

午前７時～

午後６時

投票

※委員長 ８時３０分までに参集を

お願いします。

※委員 １３時３０分までに参集を

お願いします。

三種町役場

午後１時４０分

第６回選挙管理委員会

（随時抹消）

三種町八竜体育館

午後７時～

選挙会及び開票

第７回選挙管理委員会

（当選証書の付与等）



４月２６日（日）

※無投票の場合

三種町役場 第１会議室

午前１０時～

無投票選挙会

※委員長及び委員の出席をお願いし

ます。

５月１１日（月） －
選挙運動費用収支報告書提出期限

（選挙期日から１５日以内）

６月 １日（月）
三種町役場 第２会議室

午前９時～

第８回選挙管理委員会


